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自己紹介
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• 2002年慶應義塾大学総合政策学部卒，2004年京都大学大学院情報学研究科社会情報
学専攻修士課程修了，2007年慶應義塾大学法務研究科（法科大学院）修了。2008年
弁護士（ひかり総合法律事務所）。2016年4月よりパートナー弁護士。

• 2010年4月より2012年12月まで消費者庁に出向（消費者制度課個人情報保護推進室
（現・個人情報保護委員会事務局）政策企画専門官）。2017年4月より理化学研究所
革新知能統合研究センター社会における人工知能研究グループ客員主管研究員，
2018年5月より国立情報学研究所客員教授。2020年5月より大阪大学社会技術共創研
究センター招へい教授。2021年4月より国立がん研究センター研究所医療AI研究開発
分野客員研究員。

• 消費者庁・デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整
備等に関する検討会委員、総務省・情報通信法学研究会構成員、IoT推進コンソーシ
アム・データ流通促進ＷＧ委員等。

• 法とコンピュータ学会理事、日本メディカルＡＩ学会監事、一般社団法人データ社
会推進協議会監事等。
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近著
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１ 個人情報保護法の概要
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個人情報保護委員会事務局「改正個人情報保護法の基本」（平成29年6月）
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第1回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会（令和元年12月2日）
資料3  個人情報保護法を巡る動向について
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例：顔画像がそれだけで個人情報（2条1項1号）に該当するか？

• ※「本人を判別可能」と「特定の個人を識別することができる」は結局条文解釈上は同じであると考えられる
• ※※氏名到達性が問題なのではない（取得する事業者において名前がわからないから良いというのは間違い）
• ※※※ MRI画像やレントゲン写真等などは，一般人の判断力や理解力では生存する具体的な人物と情報との

間の同一性を認めることは困難であると思われる（勿論，患者の顔を含む画像の場合は別論）。

13

GL（ガイドライン）通則編2-1【個人情報に該当する事例】
事例 3）防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報

Q&A（個人情報保護委員会によるGL等に関するQ&A）1-11
「…本人を判別可能なカメラ画像を撮影録画する場合は、個人情報の取得となります…」

Q&A1-1
「特定の個人を識別することができる」とは、社会通念上、一般人の判断力や理解力をもって、生存する具体的
な人物と情報との間に同一性を認めるに至ることができることをいいます。
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例：カルテは誰にとっての個人情報か？

14

「医療・介護関係事業者におけ る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」Ⅱ1.

例えば診療録には、患者について客観的な検査をしたデータもあれば、それに対して医師が行った判断や評価も
書かれている。これら全体が患者個人に関する情報に当たるものであるが、あわせて、当該診療録を作成した医
師の側からみると、自分が行った判断や評価を書いているものであるので、医師個人に関する情報とも言うこと
ができる。

したがって、診療録等に記載されている情報の中には、患者と医師等双方の個人情報という二面性を持っている
部分もあることに留意が必要である。
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第95回個人情報保護委員会（平成31年3月20日）（中間整理以前）
資料1 個人情報保護を巡る国内外の動向
（個人データに関する個人の権利の在り方関係）
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２ 令和２年改正の概要
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法律概要資料

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

2-1

2-2

3-1

4-1

4-2

5-1

5-2

6-1

6-2

7-1
（略）
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新第24条（令和3年改正後28条）
個人情報取扱事業者は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。）

（個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の
保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除
く。以下この条及び第26条の2第1項第2号において同じ。）にある第三者（個人デー
タの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされて
いる措置に相当する措置（第三項において「相当措置」という。）を継続的に講ずる
ために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備
している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。）に個人データを
提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある
第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、
同条の規定は、適用しない。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、
個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における
個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置
その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

３ 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者（第一項に規定する体制
を整備している者に限る。）に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定
めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために
必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報
を当該本人に提供しなければならない。
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6. 法の域外適用・越境移転の在り方
6-2外国にある第三者への個人データの提供制限の強化

旧第24条
個人情報取扱事業者は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。
以下同じ。）（個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準に
あると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国とし
て個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において
同じ。）にある第三者（個人データの取扱いについてこの節の規定に
より個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する
措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規
則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この条
において同じ。）に個人データを提供する場合には、前条第一項各号
に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認
める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同
条の規定は、適用しない。
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24条の行為規制
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個人情報
取扱事業者

外国にある
第三者本人

「同等の水準」
EU/EEA・UK

個人情報
取扱事業者

外国にある
第三者本人

個人情報
取扱事業者

外国にある
第三者本人

相当措置
①契約等or➁APEC-CBPR

当該外国における個人情報の保
護に関する制度、当該第三者が
講ずる個人情報の保護のための
措置その他当該本人に参考とな
るべき情報

24条の同意

個人情報保護委員会規則で定め
るところにより、当該第三者に
よる相当措置の継続的な実施を
確保するために必要な措置

求め

「必要な措置」に関する情報



第201回国会参・内閣委員会第13号（令和2年6月4日）

○山田太郎君 ありがとうございました。
（前略） 今回、外国にある第三者への制限ということで、改正法の二十四条に当たる部分でありますが、新設されまして、外国にある第三者に個人データを
提供する場合に本人からの同意を得る際、本人への参考となるべき情報の提供義務が課されたということなんですが、これも具体的にどのような参考情報の提
供義務が発生するか、非常に不明だと思うんですね。

本人に提供しなければならない参考情報の基準とか具体例ですとか提供の方法、それから外国の個人情報保護法の条文を伝えるだけで足りるのかどうかとか、
一律に日本語での情報提供でなければならないのか。例えば、被害を受けた人は⺟国語が英語とかフランス語だった場合に、その人たちに対しては、相⼿が分
かるようにというふうなことがありますので、英語やフランス語で伝えなければならないのか。

企業実務としては非常に問題は大きいと思いますが、この辺り教えていただければと思います。

○政府参考人（其田真理君） 外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得ようとするときには、個人情報取扱事業者が当該本人に提
供しなければならない情報や提供の方法については委員会規則で定めることとしておりますけれども、現時点では、例えば提供すべき情報としては、第三者の
所在する外国の国名、それから個人情報保護制度などを想定しております。

また、提供の方法につきましては、電磁的な記録の提供や書面の交付による方法、基本的には日本語又は本人が内容を理解できる言語というふうに考えてお
りますけれども、こういった方法を想定をしてございます。

○山田太郎君 もう一つ、外国における個人情報保護制度を情報提供する件については、その事業者が独自に外国における個人情報の保護に関する制度等の情
報を調査して提供しなきゃいけないとなっているんですけど、これもまた企業にとっては大変重たい状況だと思います。

これらの情報については、多分、できれば個人情報保護委員会さんが外国の制度を調査してウエブで例えば公表すると、その公表されたものを各事業者とし
て、委員会が公表したからということでその情報を提供するというような、少し便宜というか図ってあげないと、個社が個々の外国法制に対して全て調べてい
くということはほぼ難しいし、同じようなことを社会でもってみんながそれぞれ調べ合うというのもどうかと思いますので、その辺りの便宜ということは図っ
ていただけないでしょうか。

○政府参考人（其田真理君） 今回の改正は、越境移転を行う事業者において移転先の環境を認識していただくという趣旨もございまして、企業が自らの取組
をお願いしたいというのが基本でございますけれども、委員会といたしましても、外国の個人情報保護制度につきまして、参考となる情報を提供してまいりた
いと考えております

外国にある第三者への個人データの提供
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個人情報保護委員会事務局・内閣府大臣官房番号制度担当室・内閣府日本医療開発機構・医療情報基盤担当室「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正す
る法律案 説明資料」（令和2年3月）（情報公開請求で取得）52-53頁

I 改正の背景
2 現行制度の課題
近年、一部の外国において、⺠間事業者が取り扱う個人情報にっいて、例えば、国内における保存を義務付け、また、当局への提出を義務付けるといった、国
家的な管理を及ぼすための規制が導入されている。

具体例）
. 中国で平成2 9 年に施行されたサイバーセキュリティ法第2 8 条では、「ネットワーク運営者は、公安機関、国のセキュリティ機関が行う、国の安全保障•犯
罪捜査活動のために技術的な支援、協力を行わなければならない。」と規定されている。また、同法第3 7 条では、「重要インフラの運営者は、中国国内で収
集した個人情報及び重要データを中国国内で保存しなければならない』と規定されている。
•ベトナムにおいても平成3 1 年に施行されたサイバーセキュリティ法において、インタ一ネット.サービス事業者等に対して、ユーザー情報等の国内保存、必
要に応じた公安省等へのユーザー情報の提供を義務付ける規定がみられる。

こうした外国にある第三者に提供された個人データについては、当該外国の法令を理由に訂正等や利用停止等の請求が拒絶される場合や、当該外国の当局の
取得•利用により本人の権利利益が侵害される場合が想定される。

上記1 ①又は②（筆者注：法24条及び規則11条の2の例外）以外の外国にある第三者への提供については、個人情報取扱事業者が事前の本人同意を得ようとす
る場合には、提供先やその利用方法等の一般的な関心事項について、本人に説明して理解を得ることが想定されるものの、通常は本人が当該外国の法令につい
てまで関心を有しているとは限らないため、本人の意思に反した取扱いにより本人の権利利益が侵害されるおそれを理解しないまま、同意を行う可能性がある
ものと考えられる。

また、上記1 ②の外国にある第三者への提供については、当該提供を行った時点では基準に適合していた者であっても、当該外国の法令の制定改廃その他の事
情変更により、相当措置の継続的な実施が困難となる可能性があるにもかかわらず、個人情報取扱事業者が、当該事情変更を関知しないまま、当該第三者への
個人データの提供を継続するおそれがあるものと考えられる。

5 外国にある第三者への提供の制限の強化（法第24条関係）
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個人情報保護委員会事務局・内閣府大臣官房番号制度担当室・内閣府日本医療開発機構・医療情報基盤担当室「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正す
る法律案 説明資料」（令和2年3月）（情報公開請求で取得）53頁

II 外国にある第三者への提供に伴う本人に対する情報提供義務の新設（新法第24条第2 項関係
上記1 ①又は②以外の外国にある第三者への個人データの提供については、本人の意思に反した当該個人データの取扱いにより本人の権利利益が侵害されるお

それを理解しないまま同意を行うことを防止するため、当該提供について本人の同意を得ようとする場合には、当該外国における個人情報の保護に関する制度、
当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を事前に提供するよう、個人情報取扱事業者に義務付けることとするも
のである。

情報提供の方法や提供の対象となる情報については、個人情報保護委員会規則に委任することとし、具体的には、電磁的記録の提供や書面による交付といっ
た具体的な情報提供の方法や、「当該外国における個人情報の保護に関する制度」及び「当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置」のそれぞれについ
て、本人に提供すべき具体的な情報の内容（当該外国における個人情報の保護に関する制度の有無や、当該制度が存在する場合にはその概要、当該第三者のプ
ライパシー•ポリシーの内容等）、「その他本人に参考となるべき情報J の具体的な内容（当該外国の国名等）について規定することを予定している。

5 外国にある第三者への提供の制限の強化（法第24条関係）
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〇 海外への業務委託の一般化やビジネスモデルの複雑化が進む中、個人デー タの越境移転に伴うリスクも変化しつつある。これまで、データ保護関連法 制については、
多くの国々で、ＯＥＣＤプライバシー・ガイドラインに準拠 する形で行われてきたが、近年、データ保護関連法制が途上国を含め世界に 広がる中で、一部の国において国家管理的規
制がみられるようになっている。データの国内での保存等を義務付けるデータ・ローカライゼーションや、⺠ 間のデータに対する制限のないガバメント・アクセスに係る海外の立法
例は その一例と考えられる。

〇 個人情報の越境移転の機会が広がる中で、こうした国や地域における制度 の相違は、個人やデータを取り扱う事業者の予見可能性を不安定なものとし、個人の権利利益
の保護の観点からの懸念も生じる。例えば、データ・ローカライゼーション政策との関係から、本人による個人データの消去の請求に越境移転先の事業者が対応することができないお
それや、外国政府による無制限なガバメント・アクセスによって、我が国で取得され越境移転された個人データが不適切に利用されるおそれがある。こうした国家管理的規制は、個人
の権利利益の保護の観点から看過しがたいリスクをもたらすおそれがある。

〇 また、Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合（令和元年６月８日及び９日）において、「データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト（ＤＦＦＴ）」（信頼性のある自由
なデータ流通）のコンセプトがＧ２０全体で合意され、信頼につながる各国の法的枠組みは相互に接続可能なものであるべきことが確認された。このような国際的潮流の中にあって、
「プライバシーやセキュリティ・知的財産権に関する信頼を確保しながら、ビジネスや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識することなく自由に行き来する、国際的に自由な
データ流通の促進」9を実現するためには、国家間では相互に信頼性を確保した自由なデータ流通を促進する必要があることに加え、上記のような、個人データのフリー・フローを支
える信頼を、事業者と本人の間においても確保することが重要である。

〇 平成27年改正法で導入された法第24条は、個人情報取扱事業者が外国に個人データを移転できる場合を一定の場合に制限するものであり、その規制の対象は個人データ
の移転元である国内事業者であることから、当該規制によって、移転先における状況の多様性に起因するリスクに対応するためには、移転先の事業者やその事業者がおかれている外国
の状況について必要最低限の留意を求めることとする。

〇 具体的には、移転元となる個人情報取扱事業者に対して本人の同意を根拠に移転する場合は、移転先国の名称や個人情報の保護に関する制度の有無を含む移転先事業者における個
人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実を求める。また、移転先事業者において継続的な適正取扱いを担保するための体制が整備されていることを条件に、本人の同意を得る
ことなく個人データを移転する場合にあっては、本人の求めに応じて、移転先事業者における個人情報の取扱いに関する情報提供を行うこととする。

〇 なお、移転先国の個人情報の保護に関する制度等についての本人に対する情報提供は、当該個人情報の取扱いについて本人の予見可能性を高めることが趣旨であることから、その
範囲で必要最低限のものとし、網羅的なものである必要はない。今後、事業者の負担や実務に十分配意した上で、過重な負担とならないように、提供する情報の内容や提供の方法等に
ついて具体的に検討することとする。

第６節 法の域外適用の在り方及び国際的制度調和への取組と越境移転の在り方
３．外国にある第三者への個人データの提供制限の強化
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大綱



（外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供）
新規則第11条の3
法第二十四条第二項又は法第二十六条の二第一項第二号の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
２ 法第二十四条第二項又は法第二十六条の二第一項第二号の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該外国の名称
二 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
三 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
３ 前項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者は、法第二十四条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、前項第一号に定める事項が特定できない場合には、同号及び同項第
二号に定める事項に代えて、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。
一 前項第一号に定める事項が特定できない旨及びその理由
二 前項第一号に定める事項に代わる本人に参考となるべき情報がある場合には、当該情報
４ 第二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者は、法第二十四条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、第二項第三号に定める事項について情報提供できない場合には、
同号に定める事項に代えて、その旨及びその理由について情報提供しなければならない。

（外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置等）
新規則第11条の4

法第二十四条第三項（法第二十六条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置は、次に掲げる措置とする。
一 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。
二 当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、個人データ（第二十六条の二第二項において読み

替えて準用する場合にあっては、個人関連情報）の当該第三者への提供を停止すること。
２ 法第二十四条第三項の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
３ 個人情報取扱事業者は、法第二十四条第三項の規定による求めを受けたときは、本人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。ただし、情報提供することにより
当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部又は一部を提供しないことができる。
一 当該第三者による法第二十四条第一項に規定する体制の整備の方法
二 当該第三者が実施する相当措置の概要
三 第一項第一号の規定による確認の頻度及び方法
四 当該外国の名称
五 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
六 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
七 前号の支障に関して第一項第二号の規定により当該個人情報取扱事業者が講ずる措置の概要
４ 個人情報取扱事業者は、法第二十四条第三項の規定による求めに係る情報の全部又は一部について提供しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
５ 個人情報取扱事業者は、前項の規定により、本人から求められた情報の全部又は一部について提供しない旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
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6. 法の域外適用・越境移転の在り方
6-2外国にある第三者への個人データの提供制限の強化
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政令規則
概要資料
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GL概要資料
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GL概要資料
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GL概要資料



３ 令和３年改正の概要
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https://getnews.jp/archives/2905021/hirai_dg_01
より引用
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第174回個人情報保護委員会[資料1]「個人情報の保護に関する法律の改正等を伴うデジタル社会の形成を図る
ための関係法律の整備に関する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組（案）について 」
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第174回個人情報保護委員会[資料1]「個人情報の保護に
関する法律の改正等を伴うデジタル社会の形成を図るた
めの関係法律の整備に関する法律の成立を受けた個人情
報保護委員会の今後の取組（案）について 」
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第174回個人情報保護委員会[資料1]「個人情報の保護に
関する法律の改正等を伴うデジタル社会の形成を図るた
めの関係法律の整備に関する法律の成立を受けた個人情
報保護委員会の今後の取組（案）について 」



2021/7/20 SciREX Seminar #35 60

第174回個人情報保護委員会[資料1]「個人情報の保護に
関する法律の改正等を伴うデジタル社会の形成を図るた
めの関係法律の整備に関する法律の成立を受けた個人情
報保護委員会の今後の取組（案）について 」
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第174回個人情報保護委員会[資料1]「個人情報の保護に
関する法律の改正等を伴うデジタル社会の形成を図るた
めの関係法律の整備に関する法律の成立を受けた個人情
報保護委員会の今後の取組（案）について 」



定義の場所の変更
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個人情報保護法（2020年改正後） 独法等個人情報保護法 50条・51条改正後
2条1項〜3項 2条2項〜4項 2条1項〜3項

2条1項 2条8項〜11項

2条4項〜7項 16条1項〜4項
2条8項〜9項 2条7項 2条4項〜5項

2条10項 16条5項
2条11項 2条8項（非識別加工情報） 2条6項

2条12項 16条6項
26条の2第1項柱書（個人関連情報） 2条7項

26条の2第1項柱書（個人関連情報取扱事業
者）

16条7項

2条5項〜6項（保有個人情報，個人情報
ファイル）

60条1項〜2項

・⺠間部門・公的部門共通の定義は2条に残る
・⺠間部門のみの概念は16条へ
・公的部門のみの概念は60条へ
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再掲
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第174回個人情報保護委員会[資料1]「個人情報の保護に
関する法律の改正等を伴うデジタル社会の形成を図るた
めの関係法律の整備に関する法律の成立を受けた個人情
報保護委員会の今後の取組（案）について 」
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主体 適用法令 例

個人情報取扱事
業者（⺠間事業
者）

適用除外なし 個人情報保護法 ⺠間企業（外国
の企業を含む）

適用除外あり 個人情報保護法
（第4章（義務規
定）適用なし）

私立大学（学術
研究目的），報
道機関（報道目
的）等

国の行政機関 行政機関個人情
報保護法

国の行政機関

独立行政法人等 独立行政法人等
個人情報保護法

国立大学法人，
国立研究開発法
人

地方公共団体の機関 個人情報保護条
例

都道府県・市区
町村の機関，公
立大学法人

主体 適用法令 例

個人情報取扱事業者 個人情報保護法（第4
章）

⺠間企業（外国の企業
を含む），私立大学

国の行政機関 個人情報保護法（第5
章）

国の行政機関

独立行政法人等 別表第2に掲げる法人
以外

個人情報保護法（第5
章）

日本銀行

別表第2に掲げる法人 個人情報保護法（第4
章）（一部第5章）

国立大学法人，国立研
究開発法人

地方公共団体の機関 病院及び大学の運営以
外

個人情報保護法（第5
章）

都道府県，市区町村の
⾸⻑部局

病院及び大学の運営 個人情報保護法（第4
章）（一部第5章）

市立病院，茨城県立医
療大学

地方独立行政法人 適用除外されたもの以
外

個人情報保護法（第5
章）

秋田県立療育機構

適用除外されたもの 個人情報保護法（第4
章）（一部第5章）

横浜市立大学



規律移行法人の一部第5章適用：58条1項
• 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲

げる者については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節
の規定は、適用しない。
• 一 別表第二に掲げる法人
• 二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一

号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しく
は第三号（チに係る部分に限る。）に掲げる業務を目的とする
もの
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※32条から29条まで＝開示等の請求等
第4章第4節＝匿名加工情報取扱事業者等の義務



独立行政法人等：別表第２
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名 称 根拠法
沖縄科学技術大学院大学
学園

沖縄科学技術大学院大学学園法

国立研究開発法人 独立行政法人通則法
国立大学法人 国立大学法人法
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
独立行政法人国立病院機
構

独立行政法人国立病院機構法（平成十四年法律第百九十一
号）

独立行政法人地域医療機
能推進機構

独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成十七年法律第七
十一号）

放送大学学園 放送大学学園法



地方公共団体の機関：58条2項
• 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、

仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱
事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者によ
る個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、
この章（第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。）及び
第六章から第八章までの規定を適用する。
• 一 地方公共団体の機関

• 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院
（次号において「病院」という。）及び同条第二項に規定する診療所並びに

• 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学の運営
• 二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営
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地方独立行政法人：2条11項4号
• 地方独立行政法人（地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲

げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三
号（チに係る部分に限る。）に掲げる業務を目的とするものを
除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項
第七号イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九
条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同
じ。）
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地方独立行政法人法
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地方独立行政法人法21条1項 2条11項4号での除外対象
一 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活
用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研
究の成果の活用を促進する事業であって政令で定める
ものを実施する者に対し、出資を行うこと。

主たる目的とするもの

二 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を
行うこと並びに当該大学又は大学及び高等専門学校に
おける技術に関する研究の成果の活用を促進する事業
であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資
を行うこと。

目的とするもの

三 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入
をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営するこ
と。
イ〜ト （略）
チ 病院事業
リ （略）

目的とするもの

四〜七 （略）



規律移行法人がやるべきこと
• 「全ての」個人情報に関する文書（内部規定，契約等）の洗い

出し

• 以下の影響を調査
• ①独法法又は条例⇒⺠間法
• ②⺠間法における令和2年改正
• ③令和3年改正における研究例外の精緻化
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個人情報保護委員会「公的部門（国の行政機関等・地方
公共団体等）における個人情報保護の規律の考え方（令
和３年個人情報保護法改正関係）」
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個人情報保護委員会「公的部門（国の行政機関等・地方
公共団体等）における個人情報保護の規律の考え方（令
和３年個人情報保護法改正関係）」
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個人情報保護委員会「公的部門（国の行政機関等・地方
公共団体等）における個人情報保護の規律の考え方（令
和３年個人情報保護法改正関係）」
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個人情報保護委員会「公的部門（国の行政機関等・地方
公共団体等）における個人情報保護の規律の考え方（令
和３年個人情報保護法改正関係）」
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個人情報保護委員会「公的部門（国の行政機関等・地方
公共団体等）における個人情報保護の規律の考え方（令
和３年個人情報保護法改正関係）」
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個人情報保護委員会「学術研究分野における個人情報保
護の規律の考え方（令和３年個人情報保護法改正関
係））」
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GDPRにおける越境移転制限
• 欧州一般データ保護規則（GDPR）上，欧州（EU/EEA）域外

への移転は原則禁止されており，GDPR44条以下の要件を満た
した場合にのみ許される．
• GDPR45条（十分性認定）は，最も原則的な移転手段であり，

国又は地域が，個人データの保護について十分なレベルの保護
措置を確保している場合に十分性について，欧州委員会が決定
を下すのが基本である
• 例えば，日本について”Commission Implementing Decision (EU) 

2019/419 of 23 January 2019 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 
of the European Parliament and of the Council on the adequate 
protection of personal data by Japan under the Act on the Protection 
of Personal Information (Text with EEA relevance) C/2019/304/”
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GDPRにおける十分性認定

• 十分性認定とは，欧州一般データ保護規則（GDPR）において，個
人データの欧州（EU加盟国及びEEA3カ国）からの移転が原則禁止
されているところ，十分なデータ保護の制度を備えている国又は地
域として認定されることで，移転が可能となる制度である（ただし，
GDPRは個人データの処理も原則禁止しており，処理の適法化事由
が不要となるわけではないことに注意が必要である）。具体的には，
GDPR第44条及び45条がこれを定める）。
• 十分性判定がなされたのは，

• アンドラ，アルゼンチン，カナダ（⺠間部門），フェロー諸島，ガーンジー
島，イスラエル，マン島，ジャージー島，ニュージーランド，スイス，ウル
グアイ（7カ国4地域），日本

• EU-USプライバシーシールドスキーム
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管理者・処理者

管理者・処理者
（個人情報保護
法の範囲内）

欧州

日本

日本の十分性認定
Commission Implementing Decision (EU) 2019/419 of 23 January 2019 pursuant to 
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the 
adequate protection of personal data by Japan under the Act on the Protection of 
Personal Information (Text with EEA relevance) C/2019/304/

日本法＋補完的ルールを遵守



日EU間の相互の円滑な個人データ移転を
図る枠組み発効（2019年1月23日）
• 日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みが、平成

31年１月23日に発効しました。
• 本枠組みの構築に関しては、日EU双方の経済界の要望等も受け

個人情報保護委員会と欧州委員会との間で交渉を重ね、平成30
年７月、個人情報保護委員会が個人情報保護法第24条に基づく
指定をEUに対して行い、欧州委員会がGDPR第45条に基づく十
分性認定を我が国に対して行う方針について合意に至りました。
この合意を踏まえて、我が国においては、第85回個人情報保護
委員会において、上記のEU指定を１月23日付けにて行うこと
を決定しました（※）。また、欧州委員会においても、上記の
我が国の十分性認定を同23日付けにて行うことを決定しました。
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熊澤春陽個人情報保護委員会委員、ベラ・ヨウロバー欧州委員会委員（司
法・消費者・男女平等担当）による共同プレス・ステートメント（2019 年
1 月 23 日 ）
• 熊澤春陽委員とベラ・ヨウロバー委員は、本日、個人情報保護委員会と欧州委員会によ

る、お互いの個人データの保護レベルが同等だとする決定の採択を歓迎する。
• 相互に十分性を見出すことを通じて、データが安全に流通する世界最大の地域が創出さ

れる。これは、特に包括的なプライバシーの法律、中核となる一連の個人の権利の核心、
及び独立したデータ保護機関による執行に支えられる、両国の制度の高いレベルの類似
性に基づくものである。データ・プライバシー及びセキュリティが消費者の信頼の中心
的要素となった今、このような強い法律と確固たる執行に基づく類似性こそが、ますま
す増大するデータ駆動型経済の持続可能性を確保し、通商の流れを促進することができ
る。

• 日 EU の市⺠は、個人データの移転における強固な保護を享受する一方、日 EU の全て
の企業は、お互いの経済圏への自由なデータ移転による便益を享受する。このように、
本日の決定は、日 EU 経済連携協定から得られる利益を補完し拡大することとなり、日
EU 間の戦略的なパートナーシップにも寄与する。

• 相互に十分性を見出すことによって、日 EU は、プライバシーに関する価値観の共有及
び高いレベルの個人データの保護に基づく世界標準の形成に向けた協力の強化へのコ
ミットメントを再確認する。
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十分性認定のポイント
• あくまで個人情報保護法の対象範囲に限ったものである。
• ①個人情報保護法部分の評価，②刑事的なアクセスについての評価，

③安全保障目的でのアクセスについての評価，からなる。単に個人情
報保護法だけで維持できるものではない（例えば，②には捜査事項照
会制度についての評価も含まれる）

• EDPB，欧州議会がそれぞれコメントを発している。EDPBは2
年毎のレビューを主張。その他重大な指摘が多々。
• セーフハーバー（SchremsI），プライバシーシールド

（SchremsII）が無効となったように，欧州司法裁判所におけ
る司法審査の対象となり得る。不適切な運用が続けば無効とな
る可能性も否定できない。
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十分性認定リサイタル10項
• ”The two latter acts (amended in 2016) contain provisions 

applicable to the protection of personal information by public 
sector entities. Data processing falling within the scope of 
application of those acts is not the object of the adequacy 
finding contained in this Decision, which is limited to the 
protection of personal information by "Personal Information 
Handling Business Operators" (PIHBOs) within the meaning 
of the APPI.
• 行政機関個人情報保護法，独立行政法人等個人情報保護法は十

分性認定の適用範囲ではなく，個人情報保護法上の個人情報取
扱事業者における個人情報の保護に限定される
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EDPB意見46項
• ”The adequacy finding of this draft adequacy decision is limited to 

the protection of personal information by PIHBOs within the 
meaning of the APPL This means that the adequacy is sectorial 
as it only applies to the private sector, excluding from its scope 
transfers of personal data between public authorities and bodies. 
Currently, the European Commission briefly mentions this 
specificity of the scope of the adequacy in recital 10 of the draft 
adequacy decision.”
• 本十分性認定案の十分である，という結論は個人情報保護法におけ

る個人情報取扱事業者による個人情報の保護に限られている．これ
は，公的機関及び組織間の個人データの移転は適用範囲から除かれ，
十分性が⺠間分野にのみ適用される，分野的なものであることを意
味している．現在のところ，欧州委員会は十分性の適用範囲のこの
特異性について十分性認定案のリサイタル10で簡単に触れている
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同47項
• ”The EDPB invites the European Commission to explicitly 

mention the sectorial nature of this adequacy finding in the 
title of the implementing decision as well as in its Article 1 in 
accordance with Article 45 (3) GDPR.”
• EDPBは欧州委員会に対し，GDPR45条3項に従って，その第1

条と同様，実施決定のタイトルで，この十分性認定の分野別の
性質について明示的に述べるよう求める。
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十分性認定の題名には”under the Act on the Protection of Personal Information”（個人情報保
護法の適用範囲）が明記され，日本の十分性認定は分野別の認定である（「特定の部門」，
GDPR45条1項及び3項）ことが明らかとなった

• 日本語の文書ではあまり触れられていないので，注意が必要
• 理論的帰結

• 十分性認定やEDPB意見から明らかなように，公的機関の保有する個人情報については十分性認定が得られてい
ない

• 個人情報保護法上の適用除外に該当する場合にはやはり十分性認定の埒外であるということ
• 具体例

• 個人情報保護法76条1項柱書
• 「個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については，その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部

がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは，第四章の規定は，適用しない．」
• 3号
• 「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者」
• 「学術研究の用に供する目的」

• 学術研究機関（私立大学等）が個人情報を学術研究の用に供する場合，個人情報保護法上の，個人
情報取扱事業者の義務規定が適用されないことと表裏一体として，十分性認定の対象にならない

• これらの事実から，（令和3年改正前は）大学（国立大学法人であるにせよ，私立大学であるにせ
よ，公立大学であるにせよ）が欧州の研究機関と共同研究する場合，欧州からの移転に際して，十
分性認定に頼ることはできないということ
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学術研究例外の整理
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目的外利用 要配慮個人情報取得 第三者提供

研究発
表・教授

当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である
場合であって、当該個人データの提供が学術研究
の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき
（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある
場合を除く。）。（27条1項5号）

事業者内
取扱い

当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等であ
る場合であって、当該個人情報を学術研究の用
に供する目的（以下この章において「学術研究
目的」という。）で取り扱う必要があるとき
（当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研
究目的である場合を含み、個人の権利利益を不
当に侵害するおそれがある場合を除く。）。
（18条3項5号）

当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場
合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で
取り扱う必要があるとき（当該要配慮個人情報を取
り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、
個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合
を除く。）。（20条2項5号）

学術研究
機関等か
らの提供

学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する
場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的
で取得する必要があるとき（当該要配慮個人情報を
取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含
み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある
場合を除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該学
術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限
る。）。（20条2項6号）

当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である
場合であって、当該個人データを学術研究目的で
提供する必要があるとき（当該個人データを提供
する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、
個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場
合を除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該第
三者が共同して学術研究を行う場合に限る。）。
（27条1項6号）

学術研究
機関等へ
の提供

学術研究機関等に個人データを提供する場合で
あって、当該学術研究機関等が当該個人データ
を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当
該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究
目的である場合を含み、個人の権利利益を不当
に侵害するおそれがある場合を除く。）。（18
条3項6号）

当該第三者が学術研究機関等である場合であって、
当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取
り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱
う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、
個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場
合を除く。）。（27条1項7号）
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適用除外 ⺠間事業者 独法等

適用除
外

適用しない
（76条1項3
号）

適用しない
（76条1項3
号）

適用しない
（76条1項3
号）

⺠間事
業者

権限を行使
しない（43
条2項）

[国の機関等
の事務への協
力（23条1項4
号）]

独法等 目的内外部
提供（9条1
項）
特別の理由
（9条2項4
号）

目的内外部提
供（9条1項）
特別の理由
（9条2項4
号）

目的内外部提
供（9条1項）
相当の理由
（9条2項3
号）

学術研究機関等 それ以外

学術研
究機関
等

成果の公表又は教授
（新27条1項5号）
学術研究目的共同研
究（新27条1項6号）
学術研究目的提供
（新27条1項7号）

成果の公表又は教授
（新27条1項5号）
学術研究目的共同研究
（新27条1項6号）

それ以
外

学術研究目的提供
（新27条1項7号）

※「「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的
とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。」
（新16条8項）
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個人情報保護委員会「公的部門（国の行政機関等・地方
公共団体等）における個人情報保護の規律の考え方（令
和３年個人情報保護法改正関係）」
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個人情報保護委員会「公的部門（国の行政機関等・地方
公共団体等）における個人情報保護の規律の考え方（令
和３年個人情報保護法改正関係）」



⺠⽣委員，児童委員への適用法？
• 条例の実施機関は限定列挙であったが，2021年改正法における

「地方公共団体の機関」（2条11項2号）は列挙方式ではない
（地方議会だけ除く）

• ⺠生委員，児童委員は非常勤の特別職地方公務員だが，「地方
公共団体の機関」か？
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③自治体から民生委員・児童委員への個人情報の提供に関する事例集（平成24年７月）

○長野県（民生委員活動と個人情報の取扱いに関するガイドラインを作成）

（個人情報保護条例との関係）

・個人情報保護条例の原則・・・・本人の同意が必要

（個人情報の収集）

市町村保有情報を民生委員に提供するには、収集の際に予め本人の同意を得ておくことが最も確実かつ簡潔な方法です。収集の際、民

生委員を含む関係者・機関への情報提供を明示しておけば問題ありません。

民生委員活動に必要な情報を他部署で扱っている場合は、民生委員担当課から該当する担当課に対して、上記のような依頼をし、市町

村全体として取り組んでいく必要があります。

（個人情報の提供）

既に収集してある情報を目的外利用、第三者提供する場合は、原則、本人の同意を取る必要があります。

同意の取り方は、必ずしも書面による必要はありません、個別に口頭で同意を得ることも可能です。その場合は、トラブル防止のため

複数の立会で行う、記録を残すといった方法が有効です。

また、回覧等により書面で一斉に通知し、名簿からの除外希望者に手を上げてもらうやり方も考えられます。ただし、プライバシーの

度合いの強い情報は、このようなやり方には馴染まないと言えます。同意の確認に関しては、利用目的、項目、手段・方法、本人の求

めに応じ提供禁止する旨等を記載するとよいでしょう。

・条例に例外規定を設けて対応・・・・本人の同意は不要

災害時に要援護者の避難支援等を行うためには、日頃から関係者の間で要援護者に関する情報共有をすることが必要です。

原則として、上記のように、要援護者から同意を得ることが必要ですが、同意を得ない方法として、関係機関共有方式というものがあ

ります。これは、個人情報保護条例において、個人情報の目的外利用・第三者提供を可能とする規定を整備することにより、本人の同

意なしに関係機関の間で情報を共有できるというものです。

・ 東日本大震災や所在不明高齢者問題等により、支援を必要としている人々を地域から孤立させない支援が求められ、民生委員・
児童委員への期待が高まっていること

・ 民生委員・児童委員が地域で活動するにあたって、支援を必要とする人々の個人情報が民生委員等へ適切に提供されていないと
の声があること

・ 平成22年度に行ったサンプル調査(別紙参照)の結果から、民生委員・児童委員へ個人情報を提供していない市町村が存在するこ
と
これらの背景から、本事例集を作成し、市町村から民生委員・児童委員へ必要な個人情報が適切に提供され、地域福祉活動が推
進されることを期待。

事例
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○大分県中津市（定期的に担当地区内対象者一覧を配布）

（個人情報保護条例との関係）

○個人情報の管理方法、個人情報取り扱いに関する研修等）

・民生委員に提供する個人情報の対象者、内容等について、定めている。

・中津市個人情報保護条例に基づき、中津市情報公開・個人情報審査会に、提供する個人情報の範囲、提供先、利用目的について諮り、こ

の内容に基づいて提供している。

【中津市個人情報保護条例第１０条第１項（５）】

前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、目的外利用等をすることにつき公益上の必要その他相当の理由があると実施機

関が認めるとき。

○東京都中野区（個人情報を共有可能な条例及び協定書を制定）

（個人情報保護条例との関係）

○個人情報の管理方法、個人情報取り扱いに関する研修等）

・民生委員には、民生委員法による守秘義務が課せられており、本人同意は必要ないと考えている。

（その他）

・中野区は、「中野区地域支えあい活動の推進に関する条例（平成２３年中野区条例第19号）を制定し、地域の様々な団体と連携して、高

齢者・障害者を主な対象者として見守り活動を行っている。その条例に基づき、「地域支えあい活動の実施に係る個人情報の取り扱いに

関する協定書」を民生児童委員協議会と取り交わし、改めて情報提供とその取り扱いについて定めている。この協定では、従来の高齢者

情報に加え、情報提供を希望する障害者の情報も含まれている。

※ 民生委員は守秘義務が課せられているので、改めて条例に規定するまでもなく情報提供をすることは可能といえるが、当条例においては民生委員

の他に地縁団体や警察署、消防署への情報提供についても規定され、地域団体への情報提供に係る取り決めが包括的に整理されたといえる。

○岩手県釜石市（行政からの情報提供及び提供方法を一覧化）

（民生委員への個人情報の具体的な提供方法）

○原則として、本人の同意なしに必要な情報を提供している。

○住民世帯状況については、世帯票を配布している。

○上記以外の内容については、提供した名簿等の紛失を防止するため、閲覧、または口頭による伝達としている。

○生活保護については、開始及び廃止について生保担当者が個別に民生委員に連絡しているほか、年に１回、生保担当者が名簿を持参し、

各地区定例会に出向いて情報提供を行っている。

○障がい区分、要介護度等については、民生委員が閲覧できる名簿を各地区生活応援センターに配置している。

（個人情報保護条例との関係）

○特に定めていない。
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○島根県松江市（高齢者世帯情報等を本人同意で提供）
（個人情報保護条例との関係）

（個人情報の管理方法、個人情報取り扱いに関する研修等）
・個人情報保護条例に基づき、必要最小限の情報としている。
・災害時の要支援者情報については、本人の同意に基づき、日常生活に必要な生活用具・医薬品、避難所生活で配慮する事項、かかり

つけ医療機関等の情報を提供している。

○福井県永平寺町（児童虐待等の情報を提供）

（民生委員活動に必要な情報の内容） ・・・民生委員活動に必要な情報として実際に提供している情報

・高齢者世帯、ひとり世帯、障害者、災害時要援護者等、児童虐待等の情報、家族状況、連絡先、年齢など

※必要に応じて同意を得ずに提供している場合もある。

（個人情報保護条例との関係）
（個人情報の管理方法、個人情報取り扱いに関する研修等）

・特に定めていない。

○愛媛県松山市（行政把握の要援護者名簿を直接提供）

（民生委員への個人情報の具体的な提供方法）

・行政が把握している要援護者等の名簿を、直接提供する方法。

・原則として、本人同意を必要としていない。

（個人情報保護条例との関係）

（個人情報の管理方法、個人情報取り扱いに関する研修等）

・一覧名簿にして、民生委員の担当地区のみの情報を提供している。

•
○兵庫県たつの市（民生委員からの個別問合わせに随時対応）

（個人情報保護条例との関係）

（個人情報の管理方法、個人情報取り扱いに関する研修等）

・災害時要援護者マニュアルの支援対象者一覧表と支援個票

・民生委員から個別に問い合わせがあった場合に提供している。
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避難行動要支援者名簿の提供？
• 災害対策基本法
• （名簿情報の利用及び提供）
• 第四十九条の十一 市町村⻑は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援

者名簿に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情報」という。）を、その保有に当たつて特定された利用の目的以
外の目的のために内部で利用することができる。

• ２ 市町村⻑は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機
関、都道府県警察、⺠生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める⺠生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律
第四十五号）第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係
者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条
例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によつて識別される特定の個
人をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場合は、この限りでない。

• ３ 市町村⻑は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は⾝体を災害か
ら保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に
対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得るこ
とを要しない。
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・「条例」は改正されていない
・災害対策基本法の該当部分は個人情報保護法の特則という扱い
・個人情報保護条例の解釈で行っていた場合が（法律と同じ文言でも）許されなくなるのでは？



研究倫理指針の改訂
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